
来
年
１
月
か
ら
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
の

サ
ー
ビ
ス
が
充
実
し
ま
す

求
人
サ
イ
ト
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル

求
人
情
報
を
閲
覧
、
検
索
で
き
る
ハ

ロ
ー
ワ
ー
ク
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
サ
ー

ビ
ス
の
サ
イ
ト
が
ス
マ
ホ
対
応
に
変

わ
り
ま
す
。

マ
イ
ペ
ー
ジ
を
開
設
可
能

求
職
者
マ
イ
ペ
ー
ジ
で
は
お
気
に
入

り
の
求
人
検
索
や
保
存
が
可
能
に
。

求
人
者
で
は
オ
ン
ラ
イ
ン
申
込
な
ど

の
サ
ー
ビ
ス
が
可
能
に
な
り
ま
す
。

充
実
の
情
報
と
マ
ッ
チ
ン
グ
支
援

求
人
票
が
一
新
し
、
掲
載
情
報
量
が

増
え
た
の
で
企
業
情
報
を
も
っ
と
深

く
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
的
確
な

マ
ッ
チ
ン
グ
支
援
も
行
い
ま
す
。

●
問
合
せ　
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
鹿
屋

☎
０
９
９
４
‐
42
‐
４
１
３
５

つ
つ
が
虫
病
に
要
注
意

鹿
児
島
県
で
は
11
月
か
ら
１
月
に
か

け
て「
つ
つ
が
虫
病
」
の
発
生
届
が

増
え
ま
す
。
重
篤
な
状
況
に
な
る
場

合
も
あ
り
ま
す
の
で
、
予
防
と
早
期

発
見
、
治
療
を
お
願
い
し
ま
す
。

1
山
林
や
畑
に
入
る
と
き
は
長
袖
や

長
ズ
ボ
ン
、
長
靴
な
ど
を
着
用

2
草
む
ら
に
寝
転
が
ら
な
い
よ
う
に

3
肌
の
出
る
部
分
は
防
虫
ス
プ
レ
ー

4
作
業
後
は
、
で
き
る
だ
け
早
め
に

お
知
ら
せ

国
民
年
金
保
険
料
を
納
め
る
に
は
、

現
金・口
座
振
替・ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー

ド
な
ど
の
方
法
が
あ
り
ま
す
。

現
金
で
納
付
す
る
と
き

　
「
領
収（
納
付
受
託
）
済
通
知
書
」

を
使
用
し
、「
納
付
期
限
」ま
で
に
銀

行
な
ど
の
金
融
機
関
、
郵
便
局
、
コ

ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
納
め
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。
納
付
期
限
は
、「
納

付
対
象
月
の
翌
月
末
日
」と
定
め
ら

れ
て
い
ま
す
。
月
末
が
、
土
曜
日
、

日
曜
日
、
休
日
等
に
あ
た
る
場
合
は
、

翌
月
最
初
の
金
融
機
関
等
の
営
業

日
と
な
り
ま
す
。
な
お
、
納
付
書
の

「
納
付
期
限
」と
は
納
付
対
象
月
の
翌

月
末
日
の
こ
と
を
い
い
、
納
付
書
の

「
使
用
期
限
」と
は
、
そ
の
納
付
書
が

使
用
で
き
な
く
な
る
日
を
い
い
ま
す
。

納
付
期
限
か
ら
2
年
を
経
過
し
た
場

年金だより　

国民年金保険料の
納付方法

住 民 税 務 課　☎ 0994-22-3039
住 民 生 活 課　☎ 0994-25-2511
鹿屋年金事務所　☎ 0994-42-5121

入
浴
し
て
着
替
え
ま
し
ょ
う

5
発
熱
や
発
疹
な
ど
の
症
状
が
現
れ

た
場
合
は
早
め
に
病
院
へ

●
問
合
せ　
役
場　
産
業
建
設
課

☎
０
９
９
４
‐
25
‐
２
５
１
１

南
の
島
で
国
際
交
流
「
ち
び
っ
こ
探

検
学
校
ヨ
ロ
ン
島
」
参
加
者
募
集

南
の
島
「
与
論
島
」
を
舞
台
に
全
国

か
ら
参
加
す
る
仲
間
と
の
共
同
生
活

や
野
外
活
動
を
通
し
て
積
極
的
に

チ
ャ
レ
ン
ジ
す
る
心
を
養
い
ま
す
。

ま
た
、
在
日
外
国
人
小
学
生
と
活
動

や
生
活
を
共
に
す
る
こ
と
で
国
際
感

覚
を
身
に
付
け
る
第
一
歩
に
。

●
日
時　
令
和
２
年
３
月
26
日
木
～

４
月
１
日
水
６
泊
７
日

●
申
込　
令
和
２
年
３
月
５
日
木

●
問
合
せ　
国
際
青
少
年
研
修
協
会

☎
０
３
‐
６
４
１
７
‐
９
７
２
１

新
春
書
初
め
会
の
ご
案
内

新
春
書
初
め
会
を
次
の
と
お
り
開
催

し
ま
す
。
書
き
上
げ
た
作
品
は
１
月

18
日
土
か
ら
26
日
日
ま
で
町
文
化
セ

ン
タ
ー
町
民
ギ
ャ
ラ
リ
ー
に
展
示
し

ま
す
。
お
気
軽
に
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

●
日
時　
１
月
５
日
日
13
時
～
16
時

（
受
付
：
12
時
30
分
～
）

●
場
所　
総
合
交
流
セ
ン
タ
ー
３
階

●
講
師　
書
家　
田
貫
独
心
先
生

●
対
象
者　
５
歳
以
上（
保
護
者
同

伴
）～
大
人
ま
で

合
は
、
時
効
に
よ
り
納
付
で
き
な
く

な
り
ま
す
。

口
座
振
替
を
す
る
と
き

　

申
込
用
紙（「
国
民
年
金
保
険
料

口
座
振
替
納
付（
変
更
）
申
出
書
」）

に
必
要
事
項
を
記
入
し
、
お
近
く
の

年
金
事
務
所
ま
た
は
金
融
機
関
の
窓

口
に
提
出
し
て
い
た
だ
く
か
、
年
金

事
務
所
に
郵
送
す
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。
申
込
用
紙
は
、
金
融
機
関
、
年

金
事
務
所
の
窓
口
に
備
え
つ
け
て
あ

り
ま
す
。
ま
た
、
年
金
機
構
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
か
ら
プ
リ
ン
ト
ア
ウ
ト
す

る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
口
座
振
替
が

開
始
さ
れ
る
ま
で
、
2
カ
月
程
度
か

か
り
ま
す
の
で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

口
座
振
替
の
早
割
制
度

通
常
は
、
翌
月
末
に
行
わ
れ
る
口
座

振
替
を
当
月
末
に
行
い
、
早
め
に
納

め
て
い
た
だ
く
こ
と
で
保
険
料
を
割

引（
年
間
６
０
０
円（
月
額
５
０
円
））

す
る
制
度
で
す
。

・
６
ケ
月
前
納
で
１
，１
２
０
円

・
1
年
前
納
で
４
，１
３
０
円

・
2
年
前
納
で
１
５
，
７
６
０
円
の

割
引
額
と
な
り
ま
す
。

　
納
付
期
限
ま
で
に
保
険
料
を
納
め

て
い
な
い
と
障
害
基
礎
年
金
や
遺
族

基
礎
年
金
が
受
給
で
き
な
い
場
合
が

あ
り
ま
す
。

不
明
な
点
な
ど
あ
り
ま
し
た
ら
、
鹿

屋
年
金
事
務
所
ま
で
連
絡
く
だ
さ
い
。

☎
０
９
９-

42-

５
１
２
１

1相続登記はしないといけない？
現行法上、相続登記は義務化されていませんが、
名義人が亡くなったにも係わらず長期間放置して
いると、その方の相続人もさらに亡くなるなど相
続関係がどんどん複雑になり、遺産分割協議もま
とまりにくくなります。相続登記を長年放置して
相続の権利関係がより複雑になる前に早めに相続
登記をすることをお勧めします。
2法務省・法務局における所有者不明土地問題の
解消に向けたその他の取り組み
法定相続情報証明制度の概要
法務局に戸籍謄本等を提出することで、亡くなら
れた方の相続関係一覧の証明書を発行してもらえ
る制度のことです。ちなみに、法定相続情報証明
制度のご利用の際の法務局の手数料は何枚でも無
料です。
3法定相続情報証明制度の具体的な利用方法
①被相続人（亡くなられた方）の預貯金の解約と
しての利用
→法定相続情報一覧図を複数枚取得することに

よって、金融機関に同時に解約手続きの申し込み
が可能になります。
②相続登記申請の際の添付書類としての利用
→被相続人名義の不動産が複数の法務局の管轄に
ある時に、同時に相続登記の申請手続きが可能に
なります。
③相続税の申告の際の添付書類としての利用
→法定相続情報証明制度が開始されるまでは、上
記のような相続に関する手続きにおいて、その都
度被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍等
を提出することが必要とされ、またその提出され
た戸籍等に基づいて相続人であることを審査につ
いても時間を要していましたが、この制度を利用
することで従来より手続きがスムーズになります。
4「法定相続情報証明制度」、利用したいけど誰
に頼めばいいの？
法務局で認証をしてもらう法定相続情報一覧図の
作成の申出の手続きは、次の資格者代理人に依頼
することができます。
弁護士 / 司法書士 / 土地家屋調査士 / 税理士 / 社
会保険労務士 / 弁理士 / 海事代理士 / 行政書士
▶その他
ここに記載の内容については全て、錦江中学校近
くに設置された「南大隅地区司法書士法律相談セ
ンター」にてご相談することができます。詳しく
は、下記までお気軽にお問い合わせください。

鹿児島県司法書士会
南大隅地区司法書士法律相談センター
（町文化センター横）☎ 0994-22-1315
相談日時▶毎週月曜　13 時～ 16 時
（予約者優先・祝日は休み）

お気軽にお越しください

急
　
募

問総務課庶務係　☎０９９４－２２－３１１１

看護補助者（資格不要・パート可）
▶介護福祉士・ヘルパー２級資格取得者
へは資格手当支給　▶夜勤・早出・遅出
手当支給　▶調整手当支給

薬剤師（常勤・パート）
▶資格手当支給　▶調整手当支給

※すべての常勤職種において入職６ヶ月後、
赴任手当を支給します

肝属郡医師会立病院

調理師・調理員（見習い可）
▶調理師資格取得者へは資格手当支給
▶早出手当支給

調理補助（洗浄員　パート）
▶勤務時間・勤務形態については応相談

●
参
加
費　
１
、０
０
０
円（
紙
、

墨
汁
代
、
諸
経
費
）

●
締
切　
12
月
26
日
木
ま
で

●
そ
の
他　
道
具
は
準
備
し
ま
す
が
、

自
分
の
道
具
を
使
う
場
合
は
持
参
く

だ
さ
い
。
室
内
履
き
持
参
く
だ
さ
い
。

●
問
合
せ　
教
育
委
員
会

☎
０
９
９
４
‐
22
‐
０
５
１
７

税
務
署
が
開
設
す
る
申
告
相
談

税
務
署
が
開
設
す
る
申
告
相
談
会
場

は
次
の
と
お
り
で
す
。
ご
自
宅
で
も

パ
ソ
コ
ン
や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
か
ら

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
利
用
し
て

申
告
書
を
作
成
し
、
ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
に

よ
る
送
信
ま
た
は
印
刷
し
て
郵
送
な

ど
に
よ
り
提
出
で
き
ま
す
。

●
場
所　
鹿
屋
合
同
庁
舎
４
階

●
期
間　
令
和
２
年
２
月
17
日
月
～

３
月
16
日
月
ま
で
（
土
、日
、祝
除
）

●
時
間　
９
時
～
16
時
ま
で

●
問
合
せ　
鹿
屋
税
務
署

☎
０
９
９
４
‐
42
‐
３
１
２
７

県
交
通
事
故
相
談
所
の
出
張
相
談
会

12
月
と
１
月
の
相
談
は
次
の
と
お
り

で
す
。
相
談
は
無
料
で
す
。

●
開
催
日　
12
月
26
日
木
、
１
月
９

日
木
、
23
日
木

●
時
間　
午
前
10
時
30
分
～
14
時

●
場
所　
大
隅
地
域
振
興
局
１
階

●
問
合
せ　
県
交
通
事
故
相
談
所

☎
０
９
９
‐
２
８
６
‐
２
５
２
６　

キ
ャ
リ
ア
デ
ザ
イ
ン
セ
ミ
ナ
ー
開
催

働
き
・
働
こ
う
と
す
る
女
性
を
対
象

に
「
２
０
２
０
わ
た
し
×
働
く
の
こ

れ
か
ら
を
デ
ザ
イ
ン
す
る
３
Ｄ
Ａ
Ｙ

Ｓ
Ｖ
Ｏ
Ｌ
．
３
」
を
開
催
し
ま
す
。

公
開
講
座　
２
月
１
日
土 

「
し
あ
わ

せ
に
働
け
る
社
会
へ(
仮)

」

●
講
師　
竹
信
三
恵
子
さ
ん

セ
ミ
ナ
ー　
２
月
16
日･
23
日

●
講
師　
髙
﨑
恵
さ
ん

●
場
所　
マ
ル
ヤ
ガ
ー
デ
ン
ズ
５
階

●
参
加
費　
無
料（
多
い
場
合
抽
選
）

●
申
込
み　
１
月
10
日
金

●
問
合
せ  

県
民
交
流
セ
ン
タ
ー

☎
０
９
９
‐
２
２
１
‐
６
６
０
３

※
託
児
所
も
あ
り
ま
す

土日祝のクリーンスタッフ募集

（有）大隅南北　☎ 0994-22-1333

仕事内容▶店舗・事務所・公共施設・一般家庭の清掃補助
賃　　金▶時給８００円（残業代あり）
勤務時間▶ 8:00 ～17:00
資　　格▶要普通自動車免許　年齢や性別不問
制服貸与 / 主な勤務地▶錦江町、鹿屋市、垂水市 / 直行直帰可
※詳しいことは、お気軽にお問合せください
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